
 

 

                                                                     （令和５年 11 月９日発表） 

静岡庁舎で消防訓練の実施 

 

別紙資料  有 

ぜひ取材をお願いします 

◆ ア ピ ー ル ポ イ ン ト 

〇大規模・高層建築物の火災発生時における「人命安全の確保」と

「二次被害の防止」を図るため、静岡庁舎の消防訓練を実施します。 

〇今回の訓練では、10 階で火災が発生したことにより複数の要救

助者がいることを想定し、新館 1 階、８～12 階の職員の屋外退避

と避難誘導等の訓練を行います。 

〇葵消防署と連携し、はしご車による救助訓練を行います。 

◆ 日   時 令和５年 11 月 14 日（火）９:30～10:30 

◆ 場   所 

（１）静岡庁舎新館１階、８～12 階  

※出火場所想定：10 階給湯室 

（２）御幸町通り側玄関前、中庭広場等 

◆ 内 容 な ど 

（１）避難訓練 

 ・各地区隊が火災発生時における役割を確認しながら情報伝達及

び避難誘導（新館１階、８～12 階） 

・はしご車による救助訓練（９階から地上へ） 

（２）実技訓練 

 ・水消火器による消火訓練（中庭広場） 

 ・スモークハウス煙体験（新館・本館間通路） 

 ・屋内消火栓操作訓練（本館地下１階） 

・スプリンクラー制御弁操作訓練（新館１階、８～12 階） 

 ※天候によっては、はしご車による救助訓練や実技訓練を中止・

変更することがあります。当日 8:45 以降に下記管財課へお問い

合わせください。 

また、訓練開始後でも、実際の火災等の発生により消防隊員が

出動になった場合は、訓練を中止することがあります。 

 ※担当者による取材対応は、講評終了後に中庭で対応させていた

だきます。 

◆ 対象・人数 対象階の１／３程度の職員（うち避難する職員数 60 人程度） 

報道資料 

【問合せ】  管財課 (静岡庁舎本館１階) 

電話 ０５４－２２１－１０１３ 



                          

令和５年度 静岡庁舎消防訓練 訓練概要 

 

１ 目  的    

庁舎内での火災発生時における人的・物的被害を最小限に留めるため、 

（１）消防用設備等や避難口の配置場所、使用方法を確認する。 

（２）地区隊内での役割分担や本部、消防機関との連携体制を確認する。 

（３）防火管理体制（消防計画、自衛消防隊組織等）について、実効性を検証する。 

（４）実際の火災発生時に、自衛消防組織として即座に行動できるようにする。 

 

２ 日  時    

令和５年１１月１４日（火） 午前９時 30 分から午前１０時 30 分まで （小雨決行） 

８時 45 分～       訓練準備（管財課、葵消防署） 

   ９時 30 分～            災害想定訓練（通報・消火・救助・避難・救護） 

９時５０分～       講評（財政局次長） 

  １０時００分～             実技訓練（消火器・屋内消火栓・濃煙通過・スプリンク 

ラー） 

 

３ 対  象     

（１）1 階、８～１２階各課、独立機関事務局職員、本館各階各課（実技訓練のみ） 

※訓練への参加は業務に支障のない範囲内で各階職員の１／３程度とする。 

※実際の避難する各地区隊の人数は次のとおりとする。 

晴天時：地区隊長、副地区隊長、連絡担当者、要救助者等の役割がある職員を含め 

10 名程度。 

雨天時：地区隊長、副地区隊長、連絡担当者、要救助者等の役割がある職員のみ。 

（２）職員厚生課（保健室２名）、葵区障害者支援課（１名）、葵区高齢介護課（１名）の保

健師 ※救護係として４名程度 

（３）財政部 財政課（本部隊担当、消防指揮所担当計２名）、契約課（救護所担当、避難場

所担当計２名） ※連絡係として４名程度 

                    

４ 場  所     

静岡庁舎新館 1 階、８～１２階、御幸通り側玄関前広場、中庭広場等、本館地下１階 

 （別紙 全体配置図面参照） 

 

５ 想  定    

ＡＭ９：３０に新館１０階青葉通り側湯沸室から出火。初期消火を行うも火災は延焼拡

大し、全員避難する事態となった。  

８～１２階には数名の要救助者がいる。  



本部は、本館１階管財課とし、消防指揮所は御幸町玄関前に設置する。 

なお、火災報知設備の発報によりエレベーターは進行方向の近くの階へ直行後、非常用

1 機を除き停止する。 

 

６ 訓練内容 （別紙 消防訓練シナリオ、要救助・要介助者配置図 参照） 

（１）災害想定訓練 

①情報伝達 

   被害状況等を地区隊で集約し、迅速に本部に報告されるよう情報伝達を行う。 

②避難誘導 

   避難経路の確認、市民・職員の避難誘導等を行う。 

  ③消火活動 

   火災の確認、消火器による初期消火等を行う。 

④防護安全 

   避難経路の確保、個人情報の保護、課の重要物品の持ち出し、要介助者を避難させる。 

   

（２）実技訓練 

  ① 水消火器による消火訓練・・・・【本館中庭広場】 

原則、避難した職員の中から事前に指名された職員 ８～１２階各５名程度 

② 屋内消火栓の使用方法確認・・・【本館地下１階】 

原則新館１階及び本館１階職員の中から事前に指名された職員  

新館１階・本館 1 階各１０名程度 

③ 濃煙通過訓練・・・【本館と新館の間の通路】 

 原則、避難した職員の中から事前に指名された職員 ８～１２階各５名程度 

※ 以上、葵消防署の指導により実施する。 

  ④ スプリンクラー設備制御弁閉止操作訓練・・・【新館１階、８～１２階各階】 

   10 時 00 分～10 時 10 分 １２階・ ９階 

10 時 10 分～10 時 20 分 １１階・ ８階 

10 時 20 分～10 時 30 分 １０階・ １階 

     避難しない職員の中から事前に指名された職員 各階５名程度 

   

 

 


